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原議保存期間 ５年（平成35年３月31日まで）

有 効 期 間 一種（平成35年３月31日まで）

各管区警察局広域調整担当部長 警 察 庁 丁 保 発 第 4 6 号

警 視 庁 生 活 安 全 部 長 殿 平 成 2 9 年 ４ 月 1 2 日

各 道 府 県 警 察 本 部 長 警察庁生活安全局保安課長

（参考送付先）

警察大学校生活安全教養部長

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の制定に伴

う風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律及び銃砲刀剣類所持等取締法施

行令の一部改正について（通達）

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成28年法律

第89号。以下「技能実習新法」という（官報の一部の写し：別添１。新旧対照条文：

別添２。）。）は、平成28年11月28日に公布され、平成29年４月７日に公布された外国

人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行期日を定める政

令（平成29年政令第135号（官報の写し：別添３。）。）により平成29年11月１日から

全面施行されることとなった。

技能実習新法により、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23

年法律第122号。以下「風営法」という。）が改正されるとともに、平成29年４月７

日に併せて公布された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する

法律施行令（平成29年政令第136号（官報の一部の写し：別添４。新旧対照条文：別

添５。）。）により、銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政令第33号。以下「銃

刀法施行令」という。）が改正されることとなったところ、これらの改正の趣旨及び

内容は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

記

１ 改正の趣旨

風営法第４条第１項第２号は、１年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又

は同号に掲げる罪を犯して１年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過しない者

について、都道府県公安委員会は風俗営業又は特定遊興飲食店営業の許可をしては

ならない旨を定めている。

また、銃刀法第５条の２第２項第３号は、猟銃の所持許可の欠格事由として、銃

砲刀剣類等を使用して、凶悪な罪（死刑又は無期若しくは長期３年以上の懲役若し

くは禁錮に当たるものに限る。）で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日

から起算して10年を経過していない者については、都道府県公安委員会は猟銃の所

持許可をしてはならない旨を定めている。
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この度制定された技能実習新法は、第46条において、「実習監理を行う者又はそ

の役員若しくは職員は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束

する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。」

とし、第108条においてその違反に対する罰則を規定していることから、風営法及

び銃刀法施行令について、所要の改正を行うものである。

２ 改正の内容

(1) 風営法の改正

風営法第４条第１項第２号に掲げる罪に技能実習新法第108条に規定する罪を

追加し、当該罪を犯して１年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過しない

者については、都道府県公安委員会は風俗営業又は特定遊興飲食店営業の許可を

してはならないこととした。

(2) 銃刀法施行令の改正

銃刀法施行令第12条第２項に掲げる銃刀法第５条の２第２項第３号の「政令で

定める」罪に技能実習新法第108条に規定する罪を追加し、銃砲刀剣類等を使用

して、当該罪に当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者

については、猟銃の所持の許可をしてはならないこととした。
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